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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本文画像が印刷された本文用紙を表紙画像が印刷された表紙用紙でくるむことにより冊
子を生成する印刷製本装置において、
　製本ジョブに基づいて、本文画像データに基づき本文用紙に本文画像を印刷すると共に
、表紙画像データに基づき表紙用紙に表紙画像を印刷する印刷部と、
　前記印刷部により前記表紙画像が印刷された前記表紙用紙の後端側を裁断する裁断部と
、 
　前記表紙原稿における先端部と後端部の印字率に基づいて、前記表紙画像および前記本
文画像を上下回転させるか否かを判定する画像回転判定部と、
　前記画像回転判定部により前記表紙画像および前記本文画像を上下回転させると判定さ
れた場合、前記表紙画像はその後端部が前記表紙用紙の先端部に位置するように上下回転
させる一方、前記本文画像はその先端部が前記本文用紙の後端部に位置するように上下回
転させると共に、ページ順を逆順に並べ替える画像処理を行う画像回転処理部と、
　前記表紙用紙が前記表紙原稿のサイズより大きい場合、前記画像回転処理部により画像
処理された前記表紙画像と前記本文画像とをそれぞれ前記印刷部で前記表紙用紙と前記本
文用紙とに印刷させた後、前記表紙用紙を裁断するように前記裁断部を制御する印刷裁断
制御部と、
　を備えたことを特徴とする印刷製本装置。
【請求項２】
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　前記画像回転判定部は、
　前記表紙用紙が前記表紙原稿のサイズより大きい場合、前記表紙原稿と前記本文原稿に
おける先端部と後端部の印字率に基づいて、前記表紙原稿と前記本文原稿のいずれかの前
記先端部の印字率が所定の閾値以上の場合、前記表紙原稿および前記本文原稿における前
記先端部の最大の印字率と前記後端部の最大の印字率との大小を比較し、前記先端部の最
大の印字率が前記後端部の最大の印字率よりも大きい場合には、前記表紙画像および本文
画像を上下回転させると判定する
　ことを特徴とする請求項１記載の印刷製本装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表紙画像および本文画像を上下回転させて印刷する場合でも、表紙画像が切
断されることなく適切に製本する印刷製本装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　印刷装置は、原稿の画像データ（以下、単に原稿という）と、この原稿を印刷する際の
設定情報とを含む印刷ジョブに基づいて、所定の大きさにカットされた用紙に対してイン
クを塗布して印刷する。
【０００３】
　このとき、原稿のサイズが用紙のサイズより小さい場合、印刷された画像の周りに余白
が生じたりすることがある。
【０００４】
　これを防止するため、特許文献１では、原稿と用紙のサイズが異なる場合、縮小したり
、原稿を用紙の左上にマッピングしたりする画像処理装置に関する技術が記載されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－４９３８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ここで、用紙のＴＯＰ部（先端部）にベタ塗りの印字部分が多い原稿の場合、印刷装置
がそのまま印刷すると、インクに含まれる水分によって用紙のＴＯＰ部がカールしてしま
い、用紙ジャムが発生して搬送できない場合が発生するという問題点がある。
【０００７】
　印刷用紙のＴＯＰ部にベタ塗りの印字部分が多い原稿の場合、用紙ジャムが発生しない
ように、上述の特許文献１に記載された従来技術を用いて、原稿を縮小することが考えら
れる。しかしながら、このように原稿を縮小すると、当然印刷された画像が小さくなりユ
ーザにとって見難くなってしまう。
【０００８】
　そこで、印刷用紙のＴＯＰ部にベタ塗りの印字部分が多い原稿の場合に、用紙ジャムが
発生しないように、原稿を１８０度回転させることが考えられる。
【０００９】
　このように、原稿を１８０度回転させると、印刷装置に下流側に、本文画像が印刷され
た本文用紙を表紙画像が印刷された表紙用紙でくるむことにより冊子を生成する製本装置
が接続されている場合、適切に冊子を生成できない場合があった。
【００１０】
　通常、上述の印刷装置に製本装置が接続された印刷製本装置では、様々な用紙サイズで
様々な枚数の本文用紙をくるむことで冊子を生成する。そのため、印刷製本装置には大き
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いサイズの表紙用紙がセットされており、本文用紙の用紙サイズや枚数に応じて、表紙用
紙の後端を含むコ字状に裁断することにより、適切なサイズに調整している。
【００１１】
　そのため、原稿を用紙単位で表紙用紙の位置も含めて１８０度回転させると、原稿が印
刷された画像もカットしてしまうという問題点が生じる場合がある。
【００１２】
　本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、表紙画像および本文画像を上下
回転させて印刷する場合でも、表紙画像が切断されることなく適切に製本する印刷製本装
置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するため、本発明に係る印刷製本装置の第１の特徴は、本文画像が印刷
された本文用紙を表紙画像が印刷された表紙用紙でくるむことにより冊子を生成する印刷
製本装置において、製本ジョブに基づいて、本文画像データに基づき本文用紙に本文画像
を印刷すると共に、表紙画像データに基づき表紙用紙に表紙画像を印刷する印刷部と、前
記印刷部により前記表紙画像が印刷された前記表紙用紙の後端側を裁断する裁断部と、前
記表紙用紙が前記表紙原稿のサイズより大きい場合、前記表紙原稿における先端部と後端
部の印字率に基づいて、前記表紙画像および前記本文画像を上下回転させるか否かを判定
する画像回転判定部と、前記画像回転判定部により前記表紙画像および前記本文画像を上
下回転させると判定された場合、前記表紙画像はその後端部が前記表紙用紙の先端部に位
置するように上下回転させる一方、前記本文画像はその先端部が前記本文用紙の後端部に
位置するように上下回転させると共に、ページ順を逆順に並べ替える画像処理を行う画像
回転処理部と、前記画像回転処理部により画像処理された前記表紙画像と前記本文画像と
をそれぞれ前記印刷部で前記表紙用紙と前記本文用紙とに印刷させた後、前記表紙用紙を
裁断するように前記裁断部を制御する印刷裁断制御部と、を備えたことにある。
【００１４】
　また、本発明に係る印刷製本装置の第２の特徴は、前記画像回転判定部は、前記表紙原
稿と前記本文原稿における先端部と後端部の印字率に基づいて、前記表紙原稿と前記本文
原稿のいずれかの前記先端部の印字率が所定の閾値以上の場合、前記表紙原稿および前記
本文原稿における前記先端部の最大の印字率と前記後端部の最大の印字率との大小を比較
し、前記先端部の最大の印字率が前記後端部の最大の印字率よりも大きい場合には、前記
表紙画像および本文画像を上下回転させると判定することにある。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る印刷製本装置の第１の特徴によれば、画像回転判定部が、表紙原稿におけ
る先端部と後端部の印字率に基づいて、表紙画像および本文画像を上下回転させるか否か
を判定し、画像回転処理部が、画像回転判定部により表紙画像および本文画像を上下回転
させると判定された場合、表紙画像はその後端部が表紙用紙の先端部に位置するように上
下回転させる一方、本文画像はその先端部が本文用紙の後端部に位置するように上下回転
させると共に、ページ順を逆順に並べ替える画像処理を行い、裁断部が、表紙用紙が表紙
原稿のサイズより大きい場合に以上のように回転処理された表紙用紙を裁断する。
【００１６】
　そのため、表紙用紙が表紙原稿のサイズより大きい場合に表紙画像および本文画像を上
下回転させて印刷する場合でも、製本の際に表紙画像が印刷された表紙用紙を裁断した際
に表紙画像が切断されることを防止できる。また、本文画像が印刷された本文用紙の順番
も最適に入れ替えることができるので、適切に印刷されてくるみ処理された冊子を生成す
ることができる。
【００１７】
　本発明に係る印刷製本装置の第２の特徴によれば、画像回転判定部が、表紙原稿と本文
原稿における先端部と後端部の印字率に基づいて、表紙原稿と本文原稿のいずれかの先端
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部の印字率が所定の閾値以上の場合、表紙原稿および本文原稿における先端部の最大の印
字率と後端部の最大の印字率との大小を比較し、先端部の最大の印字率が後端部の最大の
印字率よりも大きい場合には、表紙画像および本文画像を上下回転させると判定する。そ
のため、本文原稿における先端部または後端部の印字率が表紙原稿における先端部または
後端部の印字率よりも大きく、本文用紙が表紙用紙よりもカールが発生し易い場合には、
表紙原稿における先端部と後端部の印字率の大小によらず、表紙用紙および本文用紙を上
述のように回転させず本文用紙のカールを確実に防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に係る実施例１の印刷製本装置等の構成を示す構成図である。
【図２】本発明に係る実施例１の印刷製本装置の動作を示すフローチャートである。
【図３】表紙原稿の表紙画像をサイズの大きい表紙用紙に印刷して裁断した状態を示す図
で、（ａ）は表紙画像を回転させずに印刷して裁断した状態、（ｂ）は表紙画像を画像単
位で１８０度回転させて印刷した状態、（ｃ）は表紙画像を用紙単位で１８０度回転させ
て印刷して表紙画像が裁断された状態を示す図である。
【図４】本発明に係る実施例２の印刷製本装置の動作を示すフローチャートである。
【図５】本発明に係る実施例２の印刷製本装置により製本する表紙原稿と本文原稿のＴＯ
Ｐ部およびＥＮＤ部の印字率のパターン１を示す図である。
【図６】本発明に係る実施例２の印刷製本装置により製本する表紙原稿と本文原稿のＴＯ
Ｐ部およびＥＮＤ部の印字率のパターン２を示す図である。
【図７】本発明に係る実施例２の印刷製本装置により製本する表紙原稿と本文原稿のＴＯ
Ｐ部およびＥＮＤ部の印字率のパターン３を示す図である。
【図８】本発明に係る実施例２の印刷製本装置により製本する表紙原稿と本文原稿のＴＯ
Ｐ部およびＥＮＤ部の印字率のパターン４を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明に係る実施例１，２の印刷製本装置１について説明する。なお、以下に説
明する本発明に係る実施例の印刷製本装置１は、本発明に係る印刷製本装置の一例であり
、本発明の技術的思想の範囲内において適宜変更可能である。
（本発明に係る実施例１）
　図１は、本発明に係る実施例１の印刷製本装置１等の構成を示す構成図である。
【００２０】
　図１に示すように、本発明に係る実施例１の印刷製本装置１は、ネットワーク３を介し
てパソコン等の端末装置２と接続されており、給紙部１１、印刷部１２、裁断部１３、く
るみ製本部１４、操作部１５、制御部１６、製本ジョブ記憶部１７、プログラム記憶部１
８、通信Ｉ／Ｆ部１９などを備える。
【００２１】
　給紙部１１は、印刷部１２に用紙を供給するもので、本文画像を印刷する本文用紙と、
表紙画像を印刷する表紙用紙を供給する。ここで、表紙用紙の縦方向および横方向のサイ
ズは、表紙用紙に印刷する表紙画像が記載された表紙原稿の縦方向および横方向のサイズ
よりも大きく、表紙画像が記載された表紙原稿が表紙用紙に印刷された後、後述する図３
（ａ）～（ｃ）に示すように用紙の後端側、すなわち搬送方向の下流側をコ字状に裁断し
てサイズが揃えられる。なお、本文用紙と、本文用紙に印刷する本文画像が記載された本
文原稿はほぼ用紙サイズが同じである。
【００２２】
　印刷部１２は、例えば、インクジェット方式、すなわちブラック、シアン、マゼンダ、
イエロー等の各色のインクヘッドからインクを吐出して画像を形成するもので、端末装置
から受信した製本ジョブに含まれる本文原稿や表紙原稿の画像データに基づいて、本文画
像データに基づき本文用紙に本文画像を印刷すると共に、表紙画像データに基づき表紙用
紙に表紙画像の印刷を行う。なお、印刷部１２は、インクジェット式に限らず、孔版印刷
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や、レーザー印刷方式でも良い。
【００２３】
　裁断部１３は、印刷部１２で表示画像が印刷された表紙用紙の下流側（後端側）を、く
るみ製本の表紙のサイズで裁断する。
【００２４】
　くるみ製本部１４は、本文画像が印刷された本文用紙を表紙画像が印刷された表紙用紙
でくるむことにより冊子を生成するくるみ製本処理を実行する。
【００２５】
　操作部１５は、本装置１の電源ボタン等の各種操作ボタンや、印刷状態やエラーメッセ
ージ等の本装置１の動作状態を表示するタッチパネルが設けられている。
【００２６】
　制御部１６は、ＣＰＵ等から構成されており、プログラム記憶部１８に格納された動作
プログラムを実行することにより本装置１全体の動作を制御すると共に、後述するように
本発明の画像回転判定部１６ａ、画像回転処理部１６ｂおよび印刷裁断制御部１６ｃとし
て機能する。
【００２７】
　画像回転判定部１６ａは、表紙原稿の先端から数ｃｍ等の所定範囲であるＴＯＰ部（先
端部）の印字率（以下、ＴＯＰ部印字率という。）と、表紙原稿の後端から数ｃｍ等の所
定範囲であるＥＮＤ部（後端部）の印字率（以下、ＥＮＤ部印字率という。）を算出して
、それらの印字率に基づいて、表紙画像および本文画像を上下回転、すなわち１８０度回
転させるか否かを判定する。
【００２８】
　画像回転処理部１６ｂは、画像回転判定部１６ａにより表紙画像および本文画像を１８
０度回転させると判定された場合、表紙画像はその後端部が表紙用紙の先端部に位置する
ように画像単位で上下回転、すなわち表紙原稿における画像のみを１８０度回転させる一
方、本文画像はその先端部が本文用紙の後端部に位置するように用紙単位で上下回転、す
なわち本文原稿を含めて１８０度回転させると共に、ページ順を逆順に並べ替える画像処
理を行う。
【００２９】
　印刷裁断制御部１６ｃは、表紙用紙が表紙原稿のサイズより大きい場合、画像回転処理
部１６ｂにより画像処理された表紙画像と本文画像とをそれぞれ印刷部１２で表紙用紙と
本文用紙とに印刷させた後、裁断部１３に表紙用紙のみを裁断するように制御する。
【００３０】
　製本ジョブ記憶部１７は、端末装置から受信した製本ジョブを記憶する。
【００３１】
　プログラム記憶部１８は、制御部１６の動作プログラムを格納する。
【００３２】
　次に、以上のように構成された印刷製本装置１の動作について、フローチャートを参照
しながら説明する。
【００３３】
　図２は、本発明に係る実施例１の印刷製本装置１の動作を示すフローチャートである。
【００３４】
　まず、制御部１６は、端末装置２からネットワーク３および通信Ｉ／Ｆ部１９を介し製
本ジョブを受信すると、その製本ジョブを製本ジョブ記憶部１７に記憶して、図２に示す
処理を開始する。つまり、制御部１６は、プログラム記憶部１８に格納された動作プログ
ラムを実行し、まずは画像回転判定部１６ｂとして機能して、表紙原稿の先端部から数ｃ
ｍ等の所定範囲であるＴＯＰ部（先端部）の印字率（以下、ＴＯＰ部印字率という。）と
、表紙原稿の後端部から数ｃｍ等の所定範囲であるＥＮＤ部（後端部）の印字率（以下、
ＥＮＤ部印字率という。）を算出して（ステップＳ１１０）、算出した表紙原稿における
ＴＯＰ部印字率が所定の閾値以上か否かを判定する（ステップＳ１３０）。



(6) JP 6249809 B2 2017.12.20

10

20

30

40

50

【００３５】
　ここで、表紙原稿におけるＴＯＰ部印字率が所定の閾値以上の場合（ステップＳ１３０
“ＹＥＳ”）、制御部１６は、さらに表紙原稿におけるＴＯＰ部印字率が表紙原稿におけ
るＥＮＤ部印字率より大きいか否かを判定する（ステップＳ１５０）。
【００３６】
　そして、表紙原稿におけるＴＯＰ部印字率が表紙原稿におけるＥＮＤ部印字率より大き
い場合（ステップＳ１５０“ＹＥＳ”）、表紙原稿の画像データが表紙用紙に印刷された
場合、表紙用紙におけるＥＮＤ部よりもＴＯＰ部の方がインクのベタ部分が多く高濃度に
なってカールし易くなり、用紙ジャム等の搬送ミスが発生し易い。
【００３７】
　そのため、制御部１６は、画像回転判定部１６ｂとして機能して、表紙画像をその後端
部が表紙用紙の先端部に位置するように画像単位で上下回転、すなわち原稿用紙は回転さ
せずに表紙画像のみを１８０度回転させると共に（ステップＳ１７０）、本文画像はその
先端部が本文用紙の後端部に位置するように用紙単位で上下回転、すなわち原稿用紙の位
置も含めて本文画像を１８０度回転させると共に、最終ページから最初のページへ印刷す
るように原稿データの入れ替えを行う逆順処理を行う（ステップＳ１９０）。
【００３８】
　これにより、印刷製本装置１によれば、表紙画像については原稿用紙を回転させずに表
紙画像のみを１８０度回転させるため、表紙用紙におけるＥＮＤ部よりもＴＯＰ部の方が
インクのベタ部分が多くカールして用紙ジャム等の搬送ミスが発生することを防止できる
と共に、後述する図３（ｂ）に示すように表紙用紙を裁断して、図３（ｃ）に示すように
表紙用紙と共に表紙画像が切断されることも防止できる。
【００３９】
　一方、表紙原稿におけるＴＯＰ部印字率が所定の閾値以下の場合（ステップＳ１３０“
ＮＯ”）や、表紙原稿におけるＴＯＰ部印字率が表紙原稿におけるＥＮＤ部印字率以下の
場合（ステップＳ１５０“ＮＯ”）、制御部１６は、上述のステップＳ１７０の表紙画像
の画像単位での１８０度回転処理、およびステップＳ１９０の本文画像の用紙単位での１
８０度回転処理と逆順処理を実行しないで、次のステップＳ２１０以降の処理に移行する
。そのため、この場合には、後述する図３（ａ）に示すように表紙原稿における表紙画像
は１８０度回転処理が行われず、表紙用紙の先頭側から印刷される。
【００４０】
　そして、制御部１６は、印刷部１２に対し本文用紙に対し本文画像の印刷を実行させる
と共に（ステップＳ２１０）、表紙用紙に対し表紙画像の印刷を実行させる（ステップＳ
２３０）。
【００４１】
　次に、制御部１６は、印刷裁断制御部１６ｃとして機能して、ステップＳ２３０で印刷
部１２により印刷させた用紙束、すなわち本文用紙全体の厚さを検出すると共に（ステッ
プＳ２５０）、表紙用紙の長さを重送センサ等によって検出する（ステップＳ２７０）。
【００４２】
　さらに、制御部１６は、印刷裁断制御部１６ｃとしてステップＳ２５０で検出した用紙
束の厚さと、ステップＳ２７０の処理で検出した表紙用紙の長さとから表紙用紙のカット
量を算出して（ステップＳ２９０）、算出したカット量に基づいて裁断部１３を制御して
表紙用紙をカットさせ（ステップＳ３１０）、くるみ製本部１４にくるみ製本処理を実行
させる（ステップＳ３３０）。
【００４３】
　図３は、本発明に係る実施例１の印刷製本装置１により表紙原稿ＣＤにおけるＡの文字
の表紙画像をサイズの大きい表紙用紙ＣＰに印刷して裁断した状態を示す図で、（ａ）は
表紙画像を回転させずに印刷して裁断した状態、（ｂ）は表紙画像を画像単位で１８０度
回転させて印刷した状態、（ｃ）は表紙画像を用紙単位で１８０度回転させて印刷して表
紙画像が裁断された状態を示す図である。
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【００４４】
　上述したように、図３（ａ）は、表紙原稿ＣＤにおけるＴＯＰ部印字率が所定の閾値未
満であったり、または表紙原稿ＣＤにおけるＴＯＰ部印字率がＥＮＤ部印字率より小さい
場合で、ステップＳ１７０の表紙画像の画像単位での１８０度回転処理を実行しないで表
紙原稿ＣＤの表紙画像を表紙用紙ＣＰの先頭側から印刷した場合を示している。この場合
、図３（ａ）に示すように裁断部１３が表紙用紙ＣＰの下流側をコ字状に裁断した際、表
紙用紙ＣＰに印刷された表紙画像であるＡの文字は裁断されない。なお、図３（ａ）～図
３（ｃ）において、表紙用紙ＣＰにおける斜線部分が裁断部分である。
【００４５】
　図３（ｂ）は、表紙原稿ＣＤにおけるＴＯＰ部印字率が所定の閾値以上で、かつ、表紙
原稿ＣＤにおけるＴＯＰ部印字率がＥＮＤ部印字率より大きい場合に表紙画像を画像単位
で１８０度回転させて印刷した状態を示している。この場合、図３（ｂ）に示すように裁
断部１３が表紙用紙ＣＰの下流側をコ字状に裁断した際、表紙用紙ＣＰに印刷された表紙
画像Ａの文字は裁断されない。そのため、表紙原稿ＣＤのＴＯＰ部で黒ベタを多く、その
まま印刷すると表紙用紙ＣＰでカールが発生し易い場合でも、画像単位で１８０度回転す
ることにより、表紙用紙ＣＰのカールの防止と、表紙画像の裁断を防止できる。
【００４６】
　図３（ｃ）は表紙画像を用紙単位で１８０度回転させて印刷して表紙画像が裁断された
状態を示しており、この場合には表紙用紙ＣＰのカールは防止できるが、用紙全体で用紙
の位置まで回転するので、表紙画像であるＡの文字が裁断される不具合が発生する。しか
し、本発明に係る実施例１の印刷製本装置１では、表紙原稿ＣＤと表紙画像のサイズが異
なる表紙画像については、図３（ｃ）に示すような用紙単位での１８０度回転処理は実行
せずに、図３（ｂ）に示すような画像単位での１８０度回転処理を実行する。
【００４７】
　従って、本発明に係る実施例１の印刷製本装置１によれば、表紙画像の原稿サイズと用
紙サイズが異なっていて、印刷後に表紙用紙を裁断する場合に、表紙原稿におけるＴＯＰ
部印字率とＥＮＤ部印字率とに基づいて、ＴＯＰ部印字率が所定の閾値以上で、かつ、表
紙原稿におけるＴＯＰ部印字率がＥＮＤ部印字率よりも大きい場合、ステップＳ１７０の
表紙画像の画像単位での１８０度回転処理、およびステップＳ１９０の本文画像の用紙単
位での１８０度回転処理と逆順処理を実行する。
【００４８】
　そのため、ＴＯＰ部印字率が所定の閾値以上で、かつ、表紙原稿におけるＴＯＰ部印字
率がＥＮＤ部印字率よりも大きい場合には、そのまま表紙画像を印刷した場合、表紙用紙
にカールが発生し易くなり、表紙用紙のジャム等の不具合が発生し易くなるが、本発明に
係る実施例１の印刷製本装置では、表紙画像を画像単位、すなわち原稿用紙は回転させず
に表紙画像のみを１８０度回転させるため、表紙用紙のカールを防止できると共に、表紙
用紙に印刷された表紙画像がカット（裁断）されることを防止できる。
【００４９】
　また、ステップＳ１７０の処理によって表紙画像の画像単位で１８０度回転する場合、
本文原稿の本文画像は、Ｓ１９０の処理によって、本文画像を用紙単位、すなわち本文原
稿用紙の位置も含めて本文画像を１８０度回転させると共に、最終ページから最初のペー
ジへ印刷するように原稿データの入れ替えを行う逆順処理を行うため、本文画像を１８０
度回転させても効率良く本文画像を印刷することができる。
（本発明に係る実施例２）
　次に、本発明に係る実施例２の印刷製本装置１について説明する。本発明に係る実施例
２の印刷製本装置１は、表紙原稿におけるＴＯＰ部およびＥＮＤ部の印字率だけでなく、
本文原稿におけるＴＯＰ部およびＥＮＤ部の印字率を考慮して１８０度回転を制御する。
なお、本発明に係る実施例２の印刷製本装置１の構成自体は、図１に示す本発明に係る実
施例１の印刷製本装置１の構成と同一であり、制御部１６の制御動作が異なるだけである
ので、図１に本発明に係る実施例１の印刷製本装置１の構成を参照して、本発明に係る実
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施例２の印刷製本装置１における制御部１６の動作のうち特徴ある動作を中心に説明する
。
【００５０】
　図４は、本発明に係る実施例２の印刷製本装置１の動作を示すフローチャートである。
なお、図２に示す本発明に係る実施例１の印刷製本装置１の動作を示すフローチャートと
同じステップには、同じステップ番号を付してその説明は省略するものとする。
【００５１】
　まず、制御部１６は、端末装置２からネットワーク３を介し製本ジョブを受信すると、
その製本ジョブを製本ジョブ記憶部１７に記憶して、この図４に示す処理を開始する。つ
まり、まずは、画像回転判定部１６ｂとして機能して表紙原稿と本文原稿それぞれにおけ
るＴＯＰ部とＥＮＤ部それぞれの印字率を算出する（ステップＳ４１０）。なお、本文原
稿におけるＴＯＰ部印字率およびＥＮＤ部印字率の算出方法は、表紙原稿におけるＴＯＰ
部とＥＮＤ部それぞれの印字率を算出方法と同様である。
【００５２】
　次に、本発明に係る実施例２の制御部１６は、画像回転判定部１６ｂとして機能して、
ステップＳ４１０で算出した表紙原稿におけるＴＯＰ部印字率と、各本文原稿におけるＴ
ＯＰ部印字率のうち最大のＴＯＰ部印字率が所定の閾値以上か否かを判定する（ステップ
Ｓ４３０）。つまり、本発明に係る実施例２では、表紙原稿におけるＴＯＰ部印字率と所
定の閾値とを比較する本発明に係る実施例１とは異なり、本文原稿におけるＴＯＰ部印字
率の値も加味して１８０度回転処理を実行するか否かを判定する。
【００５３】
　ステップＳ４３０において、表紙原稿と本文原稿のうち最大のＴＯＰ部印字率が所定の
閾値以上の場合（ステップＳ４３０“ＹＥＳ”）、制御部１６は、さらに算出した全ての
ＴＯＰ部印字率である表紙原稿および本文原稿におけるＴＯＰ部印字率のうち最大のＴＯ
Ｐ部印字率ＭＡＸＴと、算出した全てのＥＮＤ部印字率である表紙原稿および本文原稿に
おけるＥＮＤ部印字率のうち最大のＥＮＤ部印字率ＭＡＸＥとを比較する（ステップＳ４
５０）。
【００５４】
　そのため、本発明に係る実施例２の印刷製本装置１では、表紙原稿のＴＯＰ部印字率が
所定の閾値未満の場合でも、いずれかの本文原稿のＴＯＰ部印字率が所定の閾値以上であ
れば、次に説明するステップＳ４５０およびＳ４７０における判定結果によってはステッ
プＳ１７０およびＳ１９０の１８０度回転処理が実行される。
【００５５】
　そして、表紙原稿と本文原稿のうち最大のＴＯＰ部印字率ＭＡＸＴが最大のＥＮＤ部印
字率ＭＡＸＥよりも大きい場合（ステップＳ４５０“ＭＡＸＴ＞ＭＡＸＥ”）、制御部１
６は、表紙画像を画像単位、すなわち原稿用紙は回転させずに表紙画像のみを１８０度回
転させると共に（ステップＳ１７０）、本文画像は用紙単位、すなわち原稿用紙の位置も
含めて本文画像を１８０度回転させると共に、最終ページから最初のページへ印刷するよ
うに原稿データの入れ替えを行う逆順処理を行う（ステップＳ１９０）。
【００５６】
　これに対し、表紙原稿および本文原稿におけるＴＯＰ部印字率のうち最大のＴＯＰ部印
字率ＭＡＸＴが、表紙原稿および本文原稿におけるＥＮＤ部印字率のうち最大のＥＮＤ部
印字率ＭＡＸＥと等しい場合（ステップＳ４５０“ＭＡＸＴ＝ＭＡＸＥ”）、制御部１６
は、表紙原稿におけるＴＯＰ部印字率が表紙原稿におけるＥＮＤ部印字率より大きいか否
かを判定する（ステップＳ４７０）。ステップＳ４７０の判定は、実質的に印字率の低い
方がＴＯＰになるように判定するためである。なお、ＴＯＰ部印字率ＭＡＸＴとＥＮＤ部
印字率ＭＡＸＥとを比較した際、多少の差は無視して、例えば５％以内の差である場合は
、等しいものとみなすこともできる。
【００５７】
　そして、表紙原稿におけるＴＯＰ部印字率が表紙原稿におけるＥＮＤ部印字率より大き
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い場合は（ステップＳ４７０“ＹＥＳ”）、ステップＳ４５０で全データのうち最大のＴ
ＯＰ部印字率ＭＡＸＴが全データのうち最大のＥＮＤ部印字率ＭＡＸＥよりも大きいと判
定した場合（“ＭＡＸＴ＞ＭＡＸＥ”）と同様に上述のステップＳ１７０の表紙画像の画
像単位での１８０度回転処理、およびステップＳ１９０の本文画像の用紙単位での１８０
度回転処理と逆順処理を実行して、図２に示す本発明に係る実施例１のステップＳ２１０
以降の処理に移行する。
【００５８】
　一方、表紙原稿におけるＴＯＰ部印字率が表紙原稿におけるＥＮＤ部印字率以下の場合
は（ステップＳ４７０“ＮＯ”）、ステップＳ１７０の表紙画像の画像単位での１８０度
回転処理、およびステップＳ１９０の本文画像の用紙単位での１８０度回転処理と逆順処
理を実行することなく、次のステップＳ２１０以降の処理に移行する。
【００５９】
　次に、本発明に係る実施例２の印刷製本装置１により製本する表紙原稿ＣＤと本文原稿
ＢＤ１～ＢＤ３におけるＴＯＰ部印字率とＥＮＤ部印字率の具体例と、それらの印字率に
基づく１８０度回転処理とについて、４つのパターンを示して説明する。
＜パターン１＞
　図５は、パターン１の例を示している。
【００６０】
　図５に示すパターン１では、本文原稿ＢＤ１のＴＯＰ部印字率が７０％、ＥＮＤ部印字
率が１０％、本文原稿ＢＤ２のＴＯＰ部印字率が９０％、ＥＮＤ部印字率が２０％、本文
原稿ＢＤ３のＴＯＰ部印字率が６０％、ＥＮＤ部印字率が９５％である。また、表紙原稿
ＣＤにおけるＴＯＰ部印字率が９５％、ＥＮＤ部印字率が５０％である。
【００６１】
　そのため、仮にステップＳ４３０における判定処理の所定の閾値が８０％とすると、ス
テップＳ４３０では表紙原稿ＣＤにおけるＴＯＰ部印字率と、本文原稿ＢＤ１～ＢＤ３に
おけるＴＯＰ部印字率のいずれかが所定の閾値の８０％以上になるか否かを判定しており
、本文原稿ＢＤ２のＴＯＰ部印字率の９０％と、本文原稿ＢＤ３のＥＮＤ部印字率の９５
％と、表紙原稿ＣＤにおけるＴＯＰ部印字率の９５％が所定の閾値の８０％以上になるの
で、ステップＳ４３０の判定処理では“ＹＥＳ”と判定して、ステップＳ４５０の判定処
理に進む。
【００６２】
　ステップＳ４５０の判定処理では、表紙原稿ＣＤおよび本文原稿ＢＤ１～ＢＤ３におけ
るＴＯＰ部印字率のうち最大のＴＯＰ部印字率ＭＡＸＴと最大のＥＮＤ部印字率ＭＡＸＥ

の大小を比較するため、ＴＯＰ部印字率ＭＡＸＴである表紙原稿ＣＤにおけるＴＯＰ部印
字率の９５％と、ＥＮＤ部印字率ＭＡＸＥである本文原稿ＢＤ３のＥＮＤ部印字率の９５
％とを比較する。
【００６３】
　すると、それらの値が等しいため、ステップＳ４５０の判定処理では、“ＭＡＸＴ＝Ｍ
ＡＸＥ”と判定され、ステップＳ４７０の判定処理に進む。
【００６４】
　ステップＳ４７０の判定処理では、表紙原稿ＣＤにおけるＴＯＰ部印字率が表紙原稿Ｃ
ＤにおけるＥＮＤ部印字率より大きいか否かを判定し、表紙原稿ＣＤにおけるＴＯＰ部印
字率９５％＞表紙原稿ＣＤにおけるＥＮＤ部印字率５０％であるため、“ＹＥＳ”と判定
して、ステップＳ１７０の表紙画像の画像単位での１８０度回転処理、およびステップＳ
１９０の本文画像の用紙単位での１８０度回転処理と逆順処理を実行した後、ステップＳ
２１０以降の印刷および製本処理に進む。
【００６５】
　このようにパターン１の場合、表紙原稿ＣＤにおけるＴＯＰ部印字率とＥＮＤ部印字率
だけでなく、本文原稿ＢＤ１～ＢＤ３におけるＴＯＰ部印字率とＥＮＤ部印字率も考慮し
て、表紙原稿ＣＤの表紙画像を画像単位で１８０度回転させると共に、本文原稿ＢＤ１～
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ＢＤ３における本文画像を用紙単位で１８０度回転させるため、表紙画像を印刷した表紙
用紙のカールを防止でき、かつ、表紙画像のカットも防止できると共に、本文原稿ＢＤ１
～ＢＤ３の本文画像を印刷した本文用紙のカールを防止できる。
＜パターン２＞
　図６は、パターン２の例を示している。
【００６６】
　図６に示すパターン２では、本文原稿ＢＤ１のＴＯＰ部印字率が７０％、ＥＮＤ部印字
率が１０％、本文原稿ＢＤ２のＴＯＰ部印字率が９０％、ＥＮＤ部印字率が２０％、本文
原稿ＢＤ３のＴＯＰ部印字率が４０％、ＥＮＤ部印字率が８０％である。また、表紙原稿
ＣＤにおけるＴＯＰ部印字率が３０％、ＥＮＤ部印字率が９０％である。
【００６７】
　そのため、ステップＳ４３０の判定処理における所定の閾値が８０％とすると、ステッ
プＳ４３０の判定処理により、本文原稿ＢＤ２のＴＯＰ部印字率の９０％と、本文原稿Ｂ
Ｄ３のＥＮＤ部印字率の８０％と、表紙原稿ＣＤにおけるＥＮＤ部印字率の９０％が所定
の閾値の８０％以上になるので、ステップＳ４３０の判定処理では”ＹＥＳ”と判定され
、ステップＳ４５０の判定処理に進む。
【００６８】
　ステップＳ４５０の判定処理では、表紙原稿ＣＤおよび本文原稿ＢＤ１～ＢＤ３におけ
るＴＯＰ部印字率のうち最大のＴＯＰ部印字率ＭＡＸＴである本文原稿ＢＤ２のＴＯＰ部
印字率の９０％と、同様に表紙原稿ＣＤおよび本文原稿ＢＤ１～ＢＤ３におけるＥＮＤ部
印字率のうち最大のＥＮＤ部印字率ＭＡＸＥである表紙原稿ＣＤのＥＮＤ部印字率の９０
％とを比較して、“ＭＡＸＴ＝ＭＡＸＥ”と判定され、ステップＳ４７０の判定処理に進
む。
【００６９】
　ステップＳ４７０の判定処理では、表紙原稿ＣＤにおけるＴＯＰ部印字率３０％＞表紙
原稿ＣＤにおけるＥＮＤ部印字率９０％であるため、“ＮＯ”と判定され、ステップＳ１
７０の表紙画像の画像単位での１８０度回転処理、およびステップＳ１９０の本文画像の
用紙単位での１８０度回転処理と逆順処理を実行せずに、ステップＳ２１０以降の印刷お
よび製本処理に進む。
【００７０】
　このようにパターン２の場合、本文原稿ＢＤ２のようにＴＯＰ部印字率がＥＮＤ部印字
率よりも高く、表紙原稿ＣＤにおけるＥＮＤ部印字率とほぼ等しい場合でも、表紙原稿Ｃ
ＤではＴＯＰ部印字率がＥＮＤ部印字率よりも小さい場合には、ステップＳ１７０の表紙
画像の画像単位での１８０度回転処理、およびステップＳ１９０の本文画像の用紙単位で
の１８０度回転処理と逆順処理を実行せずに、ステップＳ２１０以降の印刷および製本処
理に進むので、本文画像のカールの可能性がある場合でも、表紙画像のカールの方を優先
させて防止することができる。
＜パターン３＞
　図７は、パターン３の例を示している。
【００７１】
　図７に示すパターン３では、本文原稿ＢＤ１のＴＯＰ部印字率が７０％、ＥＮＤ部印字
率が１０％、本文原稿ＢＤ２のＴＯＰ部印字率が９５％、ＥＮＤ部印字率が２０％、本文
原稿ＢＤ３のＴＯＰ部印字率が６０％、ＥＮＤ部印字率が８５％である。また、表紙原稿
ＣＤにおけるＴＯＰ部印字率が６０％、ＥＮＤ部印字率が５０％である。
【００７２】
　そのため、ステップＳ４３０の判定処理における所定の閾値が８０％とすると、ステッ
プＳ４３０の判定処理により、本文原稿ＢＤ２のＴＯＰ部印字率の９５％と、本文原稿Ｂ
Ｄ３のＥＮＤ部印字率の８５％が所定の閾値の８０％以上になるので、ステップＳ４３０
の判定処理では”ＹＥＳ”と判定され、パターン１，２の場合と同様に、ステップＳ４５
０の判定処理に進む。
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【００７３】
　ステップＳ４５０の判定処理では、表紙原稿ＣＤおよび本文原稿ＢＤ１～ＢＤ３におけ
るＴＯＰ部印字率のうち最大のＴＯＰ部印字率ＭＡＸＴである本文原稿ＢＤ２のＴＯＰ部
印字率の９５％と、それらにおける最大のＥＮＤ部印字率ＭＡＸＥである本文原稿ＢＤ２
の８５％とを比較して、“ＭＡＸＴ＞ＭＡＸＥ”と判定し、ステップＳ４７０の判定処理
に進まず、ステップＳ１７０の表紙画像の画像単位での１８０度回転処理、およびステッ
プＳ１９０の本文画像の用紙単位での１８０度回転処理と逆順処理を実行した後、ステッ
プＳ２１０以降の印刷および製本処理に進む。
【００７４】
　このようにパターン３の場合には、表紙原稿ＣＤおよび本文原稿ＢＤ１～ＢＤ３におけ
るＴＯＰ部印字率のうち最大のＴＯＰ部印字率ＭＡＸＴが、それらにおける最大のＥＮＤ
部印字率ＭＡＸＥよりも大きいので、そのＴＯＰ部印字率ＭＡＸＴが本文原稿ＢＤ２の場
合であっても、ステップＳ１７０およびステップＳ１９０の表紙画像および本文画像の回
転処理等を実行する。そのため、本文用紙２のカールを防止できると共に、表紙用紙に印
刷される表紙画像のカット等を防止できる。
＜パターン４＞
　図８は、パターン４の例を示している。
【００７５】
　図８に示すパターン４では、本文原稿ＢＤ１のＴＯＰ部印字率が７０％、ＥＮＤ部印字
率が１０％、本文原稿ＢＤ２のＴＯＰ部印字率が８０％、ＥＮＤ部印字率が２０％、本文
原稿ＢＤ３のＴＯＰ部印字率が６０％、ＥＮＤ部印字率が９５％である。また、表紙原稿
ＣＤにおけるＴＯＰ部印字率が８０％、ＥＮＤ部印字率が５０％である。
【００７６】
　そのため、ステップＳ４３０の判定処理における所定の閾値が８０％とすると、ステッ
プＳ４３０の判定処理により、本文原稿ＢＤ２のＴＯＰ部印字率の８０％と、本文原稿Ｂ
Ｄ３のＥＮＤ部印字率の９５％と、表紙原稿ＣＤにおけるＴＯＰ部印字率の８０％が所定
の閾値の８０％以上になるので、ステップＳ４３０の判定処理では”ＹＥＳ”と判定され
、ステップＳ４５０の判定処理に進む。
【００７７】
　ステップＳ４５０の判定処理では、表紙原稿ＣＤおよび本文原稿ＢＤ１～ＢＤ３におけ
るＴＯＰ部印字率のうち最大のＴＯＰ部印字率ＭＡＸＴである本文原稿ＢＤ２および表紙
原稿ＣＤのＴＯＰ部印字率の８０％と、それらにおける最大のＥＮＤ部印字率ＭＡＸＥで
ある本文原稿ＢＤ３の９５％とを比較して、“ＭＡＸＴ＜ＭＡＸＥ”となるので、ステッ
プＳ１７０およびステップＳ１９０の表紙画像および本文画像の回転処理等を実行せずに
、直接、ステップＳ２１０以降の印刷および製本処理に進む。
【００７８】
　このようにパターン４の場合、そのＥＮＤ部印字率ＭＡＸＥが本文原稿ＢＤ３の場合で
あり、しかも表紙原稿ＣＤにおけるＴＯＰ部印字率が所定の閾値以上で、かつ、ＥＮＤ部
印字率よりも大きい場合でも、ステップＳ１７０およびステップＳ１９０の表紙画像およ
び本文画像の回転処理等を実行しない。これにより、表紙原稿ＣＤおよび本文原稿ＢＤ１
～ＢＤ３のうちで最もカールが発生し易い本文用紙３のカールを確実に防止できる。
【符号の説明】
【００７９】
　１…印刷製本装置
　１１…給紙部
　１２…印刷部
　１３…裁断部
　１４…くるみ製本部
　１５…操作部
　１６…制御部
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　１６ａ…画像回転判定部
　１６ｂ…画像回転処理部
　１６ｃ…印刷裁断制御部
　１７…製本ジョブ記憶部
　１８…プログラム記憶部
　１９…通信Ｉ／Ｆ部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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